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令和 7年度   学校法人 平安学園 ひらやす保育園 重要事項説明書 

 

保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は次のとおりです。 

１．設置方法 

  共同設置型  学校法人 平安学園 

              社会福祉法人 へいあん福祉会 

２．運営主体 

名 称 学校法人 平安学園 

所在地 中頭郡中城村登又３４６番地 

電話番号 ０９８－８９５－６６５５ 

代表者氏名 理事長 平安 勝子 

 

３．利用施設 

施設の種類 特定教育・保育施設（事業所内保育事業所） 

施設の名称 ひらやす保育園 

施設の住所 中頭郡中城村登又３４６番地１ 

連絡先 

 

電話番号 ０９８－８９５－７７１１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０９８－８９５－７７４４ 

管理者 園長 我謝 佳織 

対象児童 

 

学校法人平安学園と社会福祉法人へいあん福祉会の職員の子どもと地域にお

いて保育を必要とする０～１歳までの子ども。 

利用定員 

 

０歳児クラス児童 ９人 

１歳児クラス児童 ９人 

開設年月日 平成２８年９月１日 

 

４．設置の目的 

  本園は、学校法人平安学園と社会福祉法人へいあん福祉会の職員の仕事と子育てを支援するために、

両法人が共同、及び協力して運営し、職員が安心して仕事と子育てができるようにすることと、中城村の

保育を必要とする乳幼児を受け入れ、特定地域型保育事業を行うことを目的とする。 

 

５．運営方針 

  当園は下記の運営方針に基づき保育を行います。 

（１）乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に推進することに最もふさわしい生活の場を提供 

するよう努めます。 

（２）保育に関する専門性を有する職員が、家庭と密な連携を取り、園児の状況や発達過程を踏まえ、養 

護及び教育を一体的に行います。 

（３）園児の属する家庭や地域などの様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支 

援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。 

６．当園における施設・設備等の概要 

（１）施設 

 

敷地 

敷地全体 ３５９．０９㎡ 

園庭 平安幼稚園園庭使用 

 

園舎 

構造 ＲＣ造 

延べ面積 ２６７．０８㎡ 
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（２）主な設備 

設 備 部屋数 備  考 

乳児室 １室 オリーブ組（満０歳児クラス） 

ほふく室・保育室 １室 ミモザ組（満１歳児クラス） 

会議室 １室  

休憩室 １室  

医務室 １室 事務所内 

事務所 １室 玄関横 

 

７．職員の職種・員数・職務内容 

職 種 員 数 
 

理事長 １名  

統括園長 １名  

園長 １名  

主任保育士 １名  

保育士 ４名以上  

看護師 １名  

英語講師 １名 兼務 

嘱託医 １名 嘱託医 

嘱託歯科医 １名 嘱託医 

 

 〈各職種の勤務体系〉 

職  種 勤務時間帯 

理事長 ７：１５～１９：１５ 

統括園長 ７：１５～１９：１５ 

園長 ７：１５～１９：１５ 

主任保育士 ７：１５～１９：１５ 

保育士 ７：１５～１９：１５ 

看護師 ７：１５～１９：１５ 

英語講師 ９：３０～１０：２０ 

嘱託医  

嘱託歯科医  

  ＊ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

  ＊職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
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８．保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 

（１）本園の休業日は、次のとおりとします。 

①日曜日 

   ②年末年始（１２月２９日から１月３日） 

   ③国民の祝日、国民の休日 

   ④慰霊の日 

 

（２）非常変災その他園長が必要と認め得た場合は、臨時に教育・保育を行わないことがあります。 

 

（３）下記の行事日は、普段の保育とは違い、興奮や緊張から相当な体力が消耗されると思います。 

よって、子ども達の体調面を考慮し、終了後は家庭保育を勧めておりますので、ご理解、ご協力を宜 

しくお願いいたします。 

＊運動会、お遊戯会、卒園式等 

 

９．保育を提供する時間及び利用時間 

  当園が保育を提供する時間及び保護者が実際に保育を利用する時間は、次のとおりとします。 

（１）保育標準時間認定に係る保育時間 

      7時１５分〜１８時１５分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とします。（１１時間） 

 

（２）保育短時間認定に係る保育時間 

      8時１５分～１６時１５分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とします。（８時間） 

 

 （3）時間外保育（延長保育） 

      本園が定める教育・保育時間外において、やむを得ない事情により教育・保育が必要な場合は、 

      開園時間範囲内で延長保育を提供いたします。 

 

     （保育標準時間認定） 

        １８時１５分〜１９時１５分までの範囲内 

        土曜日の時間外保育はなし 

 

     （保育短時間認定） 

７時１５分〜８時１５分の範囲内 

１６時１５分〜１９時１５分までの範囲内 

土曜日の時間外保育は、１８時１５分までとなっております。 

 

＊時間外保育の利用にあたっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別紙１のとお

り別途利用者負担金が必要となります。 

 

（４）最終登園時間 

保育標準時間認定、保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっても、最終登園時間は 

９時００分となっております。 

都合によりやむをえない場合を除き、９時００分までに登園してください。 
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１０．提供する保育等の内容 

   保育所保育指針（平成 29年厚労告 117）を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

 

（１）特定保育・保育及び時間外保育の提供 

      上記９に記載する時間において、以下の通りの内容で保育を提供します。 

 

英 会 話：ネイティブ講師による英会話レッスンを行い、国際的なコミュニケーション能力を育む。 

体育あそび：体育あそびの中で自ら健康で安全な生活を作り出す力を育む。 

音感教育：リトミックや歌唱、ダンスなどを通して、自己表現方法を育む。 

言語教育：絵本の読み聞かせや言葉遊びを取り入れる中で、人や物に共感することができ、言葉で自

己主張する力を育む。 

 

（２）食事の提供 

     乳幼児の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

0歳児   9時00分頃  11時00分頃 15時00分頃  

1歳児   9時00分頃  11時15分頃 15時00分頃  

＊献立表は毎月コドモンアプリでお知らせします。 

＊食物アレルギーなど、体質に合わない食材があればご相談下さい。 

 

１１．利用料金 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

      支給認定を受けた市町村が定める保育料を毎月口座振替にてお支払いただきます。 

（振替手数料が 88円となります。） 

（２）保育の提供に要する実費にかかる利用者負担金等 

    （１）に掲げる保育料のほか、別紙１に掲げる費用を当園にお支払いいただきます。 

お支払い方法については別途お知らせいたします。 

 

１２．利用の開始に関する事項 

（１）本園に入園するときは、本園の定める所定の手続きを要します。 

（２）利用開始にあたっては、あらかじめ利用者の申込みを行った保護者に対し、本規定の概要、職員 

の勤務態勢、利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事 

項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとします。 

 

１３．利用の終了に関する事項 

以下の場合には保育の提供を終了いたします。  

（１）満 1歳児クラスの保育課程を修了した時。 

（２）乳幼児の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなった 

とき。 

（３）３ヶ月以上、保育料の滞納がある場合、施設からの相当期間を定めた勧告にも関わらずこれが支 

払われない場合。 

（４）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 
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１４．嘱託医 

   以下の医療機関と嘱託医契約を終結しています。 

（１）内科 

医療機関の名称 ちばなクリニック 

嘱託医 小坂真子 

所在地 沖縄市知花６丁目２５番１５号 

電話番号 ０９８－９３９－１３０１ 

（２）歯科医 

医療機関の名称 みやびデンタルクリニック 

嘱託歯科医 下地雅一 

所在地 浦添市経塚７４５－７ 

電話番号 ０９８－８７８－４１８１ 

 

１５．緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する別紙２に記載 

する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

 

１６．虐待防止のための措置 

  （１）当園は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。 

    ①人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備 

    ②職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止 

    ③虐待の防止のための職員に対する措置 

  （２）当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養 

育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに児童虐待の防止 

等に関する法律の規定に従い、中城村こども課・児童相談所等適切な機関に通告する。 

 

１７．要望・苦情に関する相談窓口 

   当園では、要望・苦情に対する窓口を下記の通り設置しています。 

当園ご相談窓口 

・窓口担当者 ： 主任保育士 高良有希 

・ご利用時間 ： ８：３０～１７：３０ 

・電 話 番 号 ： ０９８－８９５－７７１１ 

・Ｆ   Ａ   Ｘ ： ０９８－８９５－７７４４ 

  ＊担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出下さい。 

第三者委員 
株式会社盛楽サービス 代表取締役社長  伊野波 盛人 

公益財団法人 日本習字  照屋 結子    

 

１８．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、災害マニュアルにより対応いたします。 

園舎の耐火構造 耐火建築物 

防火設備 

・自動火災報知器 有   ・ガス漏れ報知器 有 

・非常警報装置  有   ・誘導灯 有 

・非常用電源   無   ・スプリンクラー 無 

・その他 カーテン、敷物、建具等の防火処理 有 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月1回以上実施します。 
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１９．災害共済給付制度 

当園では、園児の保険について『独立行政法人日本スポーツ振興センター』と契約を終結してい 

ます。管理下において園児が事故にあった場合、その治療費の給付を保護者に対して行う制度です。 

 

保育園管理下の範囲 

①登降園中 通常の経路及び方法により通園する場合 

②保育中 保育課程に基づく教育・保育を受けている場合 

③保育園行事参加中 運動会、お遊戯会・園外保育での活動を含む 

※詳細は、学校安全Webホームページ：http://www.jpnsport.go.jp/anzen/  をご確認下さい。 

 

 ２０．当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内は駐車場を含め全て禁煙です。 

宗教活動、政治活動、営利活動 
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治

活動及び営利活動はご遠慮下さい。 

 

２１．家庭との連携について 

（１）家庭の状況に変更があった場合は速やかに保育園事務所までお知らせください。 

      ※住所（転居）・勤務先（勤務時間等）・電話番号・緊急連絡先・家族構成等 

（２）迎えの方が通常と変わる場合は保育園までご連絡ください。 

（３）個人情報保持のため、園児の園内の写真等の SNS等への掲載禁止。 

 

２２．連携施設の名称・種類 

 （１）名称：学校法人 平安学園 平安幼稚園 

    種類：特定教育・保育施設 幼稚園型認定こども園（接続型） 

 （２）名称：学校法人 平安学園 中城ひらやすこども園 

    種類：特定教育・保育施設 幼保連携型認定こども園 

（３）名称：社会福祉法人へいあん福祉会はるゆめこども園 

    種類：特定教育・保育施設 保育所型認定こども園 

 

２３．連携施設の内容 

 （１）共同又は協力して保育、教育を行います。 

 （２）代替保育の提供を行います。 

 （２）卒園後の園児の受入を行います。 

 （３）園児の給食やおやつの提供を行います。 

・離乳食・おやつ･･･はるゆめこども園 

・完了食・幼児食･･･平安幼稚園 

 

２４．その他 

当該重要事項説明書に定めるもののほか、入園、利用にあたっての詳細な留意事項等については、別

途当園が作成する入園のしおりにおいて提示するものとします。 
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利用者負担金 

 

１．全員が対象となるもの 

  特定教育・保育の提供に要する利用者負担金 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

教材費 

（通常保育にかかる費用） 
保育を行うにあたり必要な教材 年額約750円～3,000円 

行事等にかかる費用 衣装クリーニング、写真代など 実際に要した経費（実費） 

その他 その他保育に必要な経費 実際に要した経費（実費） 

 

２．該当者（利用者）のみ対象となるもの 

(１)時間外保育に係る利用者負担金 

延長保育時間 保育標準時間認定 保育短時間認定 

 月契約 日々契約 月契約 日々契約 

1時間延長 

（保育標準時間認定）18:15～19:15 

（保育短時間認定） 

7:15～8:15の1時間 または 

16:15～19:15までの1時間 

3，000円 300円  300円 

2時間延長（保育短時間認定） 

7:15～8:15の1時間 

16:15～19:15までの1時間 

または 

16:15～19:15までの2時間 

 

 

 

 

 600円  

 

 

 

3時間延長（保育短時間認定） 

7:15～8:15の1時間 

16:15～19:15までの2時間 

または 

16:15～19:15までの3時間 

 

 

 

 

 900円  

 

 

 

4時間延長（保育短時間認定） 

7:15～8:15の1時間 

16:15～19:15までの3時間 

  
 1，200円 

 

＊上記費用の支払いを受けた場合は申し出があれば領収証を交付いたします。 

 

 

『別紙１』 


